
千歳市告示第１５９号  

 

 次により事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、千歳市契約規則（昭和３９年規

則第２７号）第４条の規定に基づき、公告します。 

    平成２２年８月４日 

千歳市長 山 口 幸太郎    

１ 入札対象工事 

(1)  工 事 名 北新通舗装工事 

(2)  工事場所 千歳市北信濃 

(3)  工事概要 延長Ｌ＝２８９ｍ 総幅員Ｗ＝１８．００ｍ  

        構成幅員 車道６．００ｍ 停車帯１．５０ｍ×２ 歩道３．００ｍ×２ 

             植樹帯１．５０ｍ×２ 

(4)  工  期 契約日から平成２２年１１月３０日まで 

(5)  予定価格 ４８，４９９，５００円(入札書比較価格４６，１９０，０００円) 

 

２ 入札参加資格要件 

入札参加希望者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

(1) 千歳市内に本店を有し、平成２１・２２年度千歳市競争入札参加資格者名簿において、

舗装工事の格付がＡ等級の者。  

(2) 平成１２年度以降に千歳市又は千歳市以外の官公庁が発注した、対象工事と同種又は

類似の工事の元請として施工実績（共同企業体としての施工実績は、構成員としての出

資比率が２０％以上の場合のものに限る。）を有する者とする。 

なお、同種又は類似の工事については、次のとおりとする。 

  ・当該工事の施工面積（車道部分）のおおむね２分の１以上の施工面積（車道部分）の

ある舗装工事 

 (3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者（申請者と

３か月以上の雇用関係があること。）を工事現場に専任で配置できること。 

(4) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(5) 公告の日から入札執行日までの間に千歳市より指名停止を受けていないこと。 

(6) 会社法に基づく精算の開始、破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされた者

でないこと。 

(7) 当該工事に係る設計業務等の受託者（以下「受託者」という。）でないこと。 

(8) 受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額

の１００分の５０を超える出資をしている者でないこと。 

(9) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。 

(10) 次に掲げる一定の資本関係又は人的関係にある者は、同一の入札に参加申請すること

ができない。 

  ア 資本関係 

   (ｱ) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社

（会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合。 

   (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 



イ 人的関係 

       (ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者。 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者。 

 

３ 入札参加申請 

(1)  当該入札に参加しようとする者は、事後審査型条件付一般競争入札参加申請書（第 1

号様式）を受付期間に持参し、提出すること。受付期間を過ぎて持参したもの又は郵送、

電送によるものは受け付けない。 

(2)  事後審査型条件付一般競争入札参加申請書は、次のとおり受け付ける。 
ア 期間：平成２２年８月４日(水)から平成２２年８月１８日(水)まで 

      休日を除く、毎日午前９時から午後５時まで 

イ 場所：千歳市東雲町２丁目３４番地 千歳市役所本庁舎４階 契約管財課契約係 

  

４ 設計図書の閲覧等 

(1) 設計図書は次のとおり貸出し及び閲覧に供する。 
   ア 期 間：前項（入札参加申請）第２号の期間に同じ。 

  イ 貸出し：前項（入札参加申請）第２号の場所にて貸出す。貸出し期間は貸出した日

の翌日から起算して１日（休日を除く。）以内とする。 

  ウ 閲 覧：千歳市東雲町２丁目３４番地 千歳市役所本庁舎４階 閲覧室にて閲覧に

供する。 

(2) 設計図書に対する質問がある場合は、質疑書(第３号様式)を提出すること。 

ア 提出期間：前項（入札参加申請）第２号の期間に同じ。 

イ 場  所：前項（入札参加申請）第２号の場所に同じ。 

 

５ 契約条項を示す場所 

  第３項（入札参加申請）第２号の場所に同じ。 

 

６ 入札執行の日時及び場所 

  ア 日時：平成２２年８月１９日(木) 午後１時３０分 

  イ 場所：千歳市東雲町２丁目３４番地 千歳市役所本庁舎３階 入札室 

 

７ 入札方法等 

(1) 入札者は、入札書に必要事項を記入し、封筒に入れて提出しなければならない。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当す 

る額を加算した額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた 

金額)をもって落札決定とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者 

であるかを問わず、見積った契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書 

に記載すること。 

(3) 郵送又は電送による入札は認めない。 

(4) 入札回数は、１回とする。 

(5) 入札参加者が１以下となったときは、当該入札を中止する。 



８ 最低制限価格制度 

本入札は、千歳市最低制限価格制度実施要領に基づき、最低制限価格を設定する。 

 

９ 見積内訳書の提出 

当該工事に対応した見積内訳書を持参し、入札書投函時に提出すること。 

 

10 入札保証金 

  免除とする。 

 

11 入札の無効 

千歳市契約規則第１２条及び建設工事競争入札心得第９条に示した条件等、入札に関す

る条件に違反した入札は、無効とする。 

 

12 入札参加資格要件の審査 

(1) 予定価格以下で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した

者を落札候補者とし、落札を保留する。 

(2) 落札候補者となった者は、求めに応じて入札参加資格要件審査書類を提出期限までに

持参し、提出すること。 

(3) 入札参加資格要件審査書類は、次のとおり受け付ける。 

  ア 提出期限：提出を求められた日の翌日から起算して原則として２日（休日を除く。）

以内とする。 

  イ 場  所：第３項（入札参加申請）第２号の場所に同じ。 

(4) 入札参加資格要件審査書類は、次のとおりとする。 

  ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書（第２号様式） 

  イ 第２項（入札参加資格要件）第２号に示す工事施工実績を証明できるもの 

  ウ 配置予定技術者経歴書（第５号様式）及び雇用関係を確認できる書類（健康保険被

保険者証の写し等） 

(5) 入札参加資格要件の審査は入札参加資格要件審査書類の提出期限の翌日から起算して 

  原則として３日（休日を除く。）以内に行い、審査の結果、入札参加資格要件を満たして

いる場合は、落札候補者を落札者とする。 

(6) 落札候補者が第２項に示す入札参加資格要件を満たさないと認められたときは、次順

位者から順次審査し適格者が確認できるまで審査を行う。また当該落札候補者のした入

札は無効とし、入札参加資格要件を満たさない理由を付し文書で通知する。 

(7) 入札参加資格要件を満たさないと認められたことに不服がある者は、前号の通知を受

け取った日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内にその理由について書面により

説明を求めることができる。 

 

13 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上とする。 

 

14 契約書作成の要否 

必要とする。 



 

15 支払条件等 

前払金 有 契約金額の４割以内を限度とする。 

  部分払 無 

 

16 その他 

(1) 入札参加者は、千歳市契約規則、建設工事競争入札心得、その他関係法令等を遵守す

ること。 

(2) 当該工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４

号)第９条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であり、契約に当たり再資源

化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするため

の施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載さ

れた特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に

要する費用を含めて見積った上で、入札を行うこと。 

 (3) その他詳細不明な点については、次に照会のこと。 

   千歳市東雲町２丁目３４番地 千歳市役所本庁舎４階 契約管財課契約係 

   TEL ０１２３－２４－３１３１ (内線２２６，３０９，３１０) 

       ０１２３－２４－０５３５ (直通) 

 


